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「河川水質環境基準に係る類型指定（案）」に対する 

府民意見等の募集結果について 

 

第９回水質部会においてとりまとめいただいた「河川水質環境基準に係る類型指定（案）」

について、平成 28 年８月 10 日から９月８日まで府民意見等を募集したところ、個人２名

から計２件の意見をいただいた。 

 今後、水質部会として意見に対する見解を示していただくにあたり、これまでの水質部

会での検討内容等を踏まえ事務局が今回改めて整理した事項等を以下に示す。なお、意見

の概要は趣旨を損なわない範囲で一部要約している。 

 

１．水無瀬川について（個人１名から１件の意見） 

（１）意見の概要 

水無瀬川については大阪府を代表するトップランナーとして上位類型を目指すべきです。 

 

（２）整理にあたってのポイント 

  ○意見は、水無瀬川の類型を現行のＡ類型から上位類型のＡＡ類型を目指すべきとの

内容。 

  ○このため、今回の類型指定の見直しの基本的考え方に示されたＡＡ類型指定の考え

方に沿って、水無瀬川の状況を整理。 

 

（３）整理した事項 

①ＡＡ類型指定の考え方 

・今回の類型指定の見直しでは、平成 26年度にＡ類型の環境基準達成率が 100％となっ

たことを踏まえ、Ａ類型の水域であって、ＡＡ類型の水質を十分に満たし、自然探勝

の場としての利用がなされている水域について類型改定の検討を行った。水質の状況、

水域の利用形態、発生源の状況等を詳細に検証し、これまで大阪府内で指定のなかっ

たＡＡ類型を初めて指定することとしたものである。 

 

②水無瀬川の概要 

・水無瀬川は高槻市及び島本町を流れる淀川水系の一級河川であり、流路延長は約11.1km

である。名神高速道路との交差部から上流はＶ字渓谷をなす山間部を流下している。

下流は市街地を流れ、桂川に合流する。島本町の大沢地区特設水道への取水が行われ

ており上水道水源水域である。 

・ＢＯＤ等５項目について平成３年度に全域をＡ類型に指定しており、環境基準点は名

神高速道路高架下である。また、水生生物の保全等に関する３項目について平成 21

年度に生物Ａ類型に指定している。  

 

資料 １－１ 
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２．芥川について（個人１名から１件の意見） 

（１）意見の概要 

芥川(1)をＡＡ類型に改定することは、より厳しい基準値を設定する野心的な取組み

と思います。 

ただし、環境基準値を厳しく設定するということは水質保全にかかるコストが増すこ

とを意味すると思います。 

芥川上流には集落や採石場もある環境です。そうしたところでＡＡ類型の環境基準値

（ＢＯＤ1mg/L以下、大腸菌群数 50MPN/100mL以下）を保つことが果たして現実的なの

か少し疑問を感じます。 

 

（２）整理にあたってのポイント 

  ○意見は、芥川(1)のＡＡ類型への改定について、「野心的な取組みである」とする一

方で、上流域にＢＯＤ汚濁負荷の発生源が存在する中、より厳しい環境基準値を満

足するためには、コストの増大を招くとの懸念を示す内容。 

  ○このため、芥川(1)のＢＯＤ濃度の状況、ＢＯＤ汚濁負荷の状況について改めて整理。 

  ○また、今回の見直しにあたっての大腸菌群数についての考え方を改めて整理。 

 

（３）整理した事項 

 ①ＡＡ類型指定の考え方 

・１．（３）①に前掲のとおり。 

 

②水質等の状況 

（ＢＯＤ） 

・第８回及び第９回水質部会資料でお示ししたとおり、ＢＯＤ75%値は平成 18 年度以降

連続してＡＡ類型の環境基準値を十分下回っている。 

（汚濁負荷量） 

・芥川(1)の流域におけるＢＯＤ汚濁負荷量の推計結果は、第９回水質部会資料でお示しし

たとおりであり、汚濁源の種別のうち、生活系には上流域の集落からの汚濁負荷量が含

まれており、また、産業系には上流域に所在する採石場（１事業場）からの負荷量が

含まれている。 

・表１に示すとおり、平成 26年度の推計結果は全体で 44.4kg/日であり、そのうち生活

系及び産業系からの負荷量はそれぞれ 3.3kg/日、2.7kg/日にとどまり、汚濁負荷のイ

ンパクトは小さい。また、負荷変動の状況及び今後の見通しについて検討を行った結

果、各種発生源からの負荷について将来的に大きな変化はないと見込まれる。 

 

表１ 芥川(1)の流域におけるＢＯＤ汚濁負荷量の推計結果（平成 26年度） 

汚濁源の種別 生活系 産業系 その他 合計 

ＢＯＤ汚濁負荷量

（kg/日） 
３．３ ２．７ ３８．４ ４４．４ 

 

  ・以上のことから、水質保全のための新たなコストを生じさせることはないと考えら 

   れる。 
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（大腸菌群数） 

・第８回水質部会資料でお示ししたとおり、平成 26年度は、府内の大腸菌群数の測定を

行っている芥川(1)の塚脇橋を含むＡ、Ｂ類型のほとんどの地点で環境基準値を超過

する値がみられた。また、図２に示すとおり大腸菌群数とＢＯＤの間には明らかな相

関性はみられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 全水系における大腸菌群数とＢＯＤの 

散布図（年平均）（平成 26年度） 

 

・大腸菌群数について、国の検討会（今後の水環境保全に関する検討会「今後の水環境

保全の在り方について（取りまとめ）」：平成 23 年３月）においては、「『ふん便汚染

が想定されない山間部の河川等においても基準値を大きく上回る大腸菌群数が測定

されるなど指標性に乏しい』との指摘があることから、大腸菌群数に代わる指標とし

て大腸菌等に関する基準を検討すべき」とされている。 

・このため、今回の類型指定にあたっての基本的考え方においては、大腸菌群数は「類

型指定にあたって検討する項目とはせず、引き続き個別に水質の状況を監視していく

べきものと考えられる。」としている。 

・なお参考に全国の状況については、「平成 26年度公共用水域水質測定結果（平成 27年

12月 環境省水・大気環境局）」によると、平成 26年度は、全国のＡＡ類型指定水域

における大腸菌群数の総検体数 4,507 検体のうち、83.5%にあたる 3,763 検体が環境

基準値を超過している。 

 

 

芥川(1)塚脇橋 
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・河川水質環境基準については、水域の利用目的に対応して、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）等と水生生物

の保全に関する項目ごとに複数の類型が設けられている。この類型は、水域ごとに都道府県知事が指定（県

際水域は国が指定）することとされ、また、水域の利用目的や水質汚濁の状況等の変化に応じて適宜見直す

こととされている。 
 

・大阪府においては、平成 21 年６月に類型指定の見直しを行い、見直した類型に基づく評価を平成 22 年度に

開始してから５年が経過していることから、より一層の水質保全を図るため、水域の利用目的や水質汚濁の

状況等の変化を踏まえて、このほど見直しを行うものである。 
 
 

  
 
 
 今回の類型指定の見直しに当たっては、次の(1）、(2)に示す基本的な考え方に基づき、過去６年間の

毎月の水質の状況や河川の利用形態、流域のＢＯＤ汚濁負荷量などの情報を整理して河川水域ごとに
検討した。 

 

 (1)ＢＯＤ等５項目に係る類型指定 

①検討する項目： 河川の代表的な汚濁指標であるＢＯＤの状況に主眼を置く。 

②各水系で目指すべき類型： 各水系の特性を考慮し次のとおり設定する。 

 

表１ 各水系で目指すべき類型 

水系 目指すべき類型 

淀川水系 Ｂ類型以上を目指す 

神崎川水系 
神崎川の支川 Ｂ類型以上を目指す 

猪名川上流の支川 全て既にＡ類型に指定されている 

寝屋川水系 Ｃ類型以上を目指す 

大阪市内河川 Ｂ類型を目指す 

大和川水系 
石川とその支川 Ｂ類型以上を目指す 

西除川、東除川 Ｃ類型以上を目指す 

泉州諸河川 
樫井川以北の河川 上流部及び支川はＢ類型以上を目指す 

男里川以南の河川 全て既にＡ類型に指定されている 

 

③各河川水域の類型：  

・新規の類型指定については、流路延長５km、流域面積 10km２以上もしくはそれと同等と考えられる河

川を基本とし、利用目的や水質の現況、発生源の状況、将来の開発予定などを考慮して検討する。 

・Ａ類型の水域であって、ＡＡ類型の水質を十分に満たし、自然探勝の場としての利用がなされている

水域については、ＡＡ類型に改定することを検討する。 

・上記以外の水域については、近年の水質状況等を考慮し、できる限り上位の類型への改定や達成期間

の見直しを検討する。 

 

(2)水生生物の保全に関する３項目に係る類型指定 

①冷水性の魚種や府域で絶滅が危惧される魚種が生息している可能性のある水域については、以下の条件を

総合的に考慮し、「生物Ａ」に指定する。 

・上流域が山間部であるなど、自然が豊かな流域を持つこと。 

・ＢＯＤがＡ類型の環境基準に十分に適合していること。 

・冷水性の魚種やカジカ、アジメドジョウなど希少種の生息する可能性があると考えられること。 

・冷水性の魚種についての漁業権が設定されていること。 

② ①以外の水域で、ＢＯＤ等５項目に係る指定類型がＣ類型以上となる水域を「生物Ｂ」に指定する。 
 

 

 

 

 

基本的な考え方に基づき検討した結果、類型指定は、表２に示すとおり見直すことが適当である。 

なお、③に示す安威川下流(1)及び安威川下流(2)については、現在いずれもＡ類型（生物Ｂ類型）に

指定しており、水質や利水状況等に差がないことから、類型範囲をひとつに統合することが適当である。 
 

 表２ 河川水質環境基準に係る類型指定（案） 

①＜新規指定＞１河川水域を新たに類型指定する。 

水系 河川水域名 範囲 
類型指定案 

ＢＯＤ等５項目 水生生物項目 

神崎川水系 天竺川 全域 Ｂイ 生物Ｂイ 

 
②＜上位類型への改定＞８河川水域について、ＢＯＤ等５項目の類型をより上位の類型に改定する。このうち、

Ｄ類型からＣ類型へ改定する恩智川、大津川下流については、新たに水生生物類型を指定する。 

水系 河川水域名 範囲 
類型改定案 

ＢＯＤ等５項目 水生生物項目 

淀川水系 芥川(1) 京都府界から塚脇橋まで ＡイからＡＡイへ改定 生物Ａイ（改定なし） 

神崎川水系 箕面川(1) 箕面市取水口より上流 ＡイからＡＡイへ改定 生物Ａイ（改定なし） 

寝屋川水系 
寝屋川(1) 住道大橋より上流 ＣイからＢイへ改定 生物Ｂロ（改定なし） 

恩智川 全域 ＤイからＣロへ改定 生物Ｂロ 

大和川水系 

石見川 全域 ＡイからＡＡイへ改定 生物Ａイ（改定なし） 

天見川 全域 ＢイからＡイへ改定 生物Ｂイ（改定なし） 

佐備川 全域 ＣイからＢイへ改定 生物Ｂイ（改定なし） 

泉州諸河川 大津川下流 泉大津市高津取水口より下流 ＤイからＣイへ改定 生物Ｂイ 

 
③＜類型範囲の統合＞神崎川水系の安威川下流(1)と安威川下流(2)は、類型範囲を統合する。 

 河川水域名 範囲 ＢＯＤ等５項目の類型 水生生物項目の類型 

現行 
安威川下流(1) 茨木市取水口から戸伏まで Ａイ 生物Ｂイ 

安威川下流(2) 戸伏から大正川合流点まで Ａイ 生物Ｂイ 

統合案 （仮称）安威川下流 
茨木市取水口から 
大正川合流点まで 

Ａイ（改定なし） 生物Ｂイ（改定なし） 

  

   この見直しを行うことにより、類型別の河川水域数は表３に示すとおりとなる。 
 

表３ 類型別の指定水域数 

①＜ＢＯＤ等５項目＞ 

類型 現行 指定・改定案 

ＡＡ 0 3 

Ａ 29 26 

Ｂ 27 29 

Ｃ 8 8 

Ｄ 13 11 

Ｅ 4 4 

全類型 81 81 
 

②＜水生生物の保全等に関する３項目＞ 

類型 現行 指定・改定案 

生物Ａ 9 9 

生物Ｂ 54 56 

全類型 63 65 

              ※生物特Ａ、生物特Ｂの指定水域なし 
 

河川⽔質環境基準に係る類型指定（案）について
１．⽬的及び経緯 

２．類型指定の基本的な考え⽅ 

３．類型指定（案） 



 

 
１．現在の類型指定の状況 

２．生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区
分 

河川水域名 範  囲 
現在の類型 

BOD 等 
水生生物の 

保全 

淀
川
水
系 

淀川下流(1) 宇治川合流点から長柄堰まで Ｂハ 
生物 B イ 

淀川下流(2) 長柄堰より下流 Ｃイ 
船橋川 全域 Ｂハ 生物 B イ 
穂谷川 全域 Ｂハ 生物 B イ 

檜尾川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
天野川 奈良県界より下流 Ｂハ 生物 B イ 
芥川(1) 京都府界から塚脇橋まで Ａイ 生物 A イ 
芥川(2) 塚脇橋より下流 Ａイ 生物 B イ 
水無瀬川 全域 Ａイ 生物 A イ 

神
崎
川
水
系 

神崎川 安威川、猪名川を除く神崎川 Ｂロ 生物 B イ 
安威川上流 茨木市取水口より上流 Ａイ 生物 A イ 
安威川下流(1) 茨木市取水口から戸伏まで Ａイ 生物 B イ 
安威川下流(2) 戸伏から大正川合流点まで Ａイ 生物 B イ 
安威川下流(3) 大正川合流点より下流 Ｂロ 生物 B イ 
佐保川及び茨木川 全域 Ａイ 生物 B イ 
大正川 全域 Ａイ 生物 B イ 
勝尾寺川 全域 Ａロ 生物 B イ 
猪名川上流 箕面川合流点より上流 Ａイ 

生物 B イ 
猪名川下流(2) 藻川分岐点から藻川合流点まで Ｄイ 
箕面川(1) 箕面市取水口より上流 Ａイ 生物 A イ 
箕面川(2) 箕面市取水口から兵庫県界まで Ａイ 生物 B イ 
余野川 全域 Ａイ 生物 A イ 
千里川 全域 Ａイ 生物 B イ 
田尻川 兵庫県界より上流 Ａイ 生物 A イ 
一庫・大路次川 京都府界から兵庫県界まで Ａイ 生物 A イ 
山辺川 全域 Ａイ 生物 A イ 

寝
屋
川
水
系 

寝屋川(1) 住道大橋より上流 Ｃイ 生物 B ロ 
寝屋川(2) 住道大橋より下流 Ｄロ - 
恩智川 全域 Ｄイ - 
古川 全域 Ｄロ - 
第二寝屋川 全域 Ｄイ - 
平野川分水路 全域 Ｄイ - 
平野川 全域 Ｄイ - 

大
阪
市
内
河
川 

大川 大川全域及び城北川全域 Ｂイ 生物 B イ 
堂島川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
土佐堀川 全域 Ｃイ 生物 B イ 
道頓堀川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
正蓮寺川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
六軒家川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
安治川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
尻無川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
木津川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
木津川運河 全域 Ｂイ 生物 B イ 
住吉川 全域 Ｂロ 生物 B イ 
東横堀川 全域 Ｂイ 生物 B イ 

大
和
川
水
系 

石川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
千早川 全域 Ａイ 生物 B イ 
天見川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
石見川 全域 Ａイ 生物 A イ 
飛鳥川 全域 Ｃロ 生物 B イ 
梅川 全域 Ａイ 生物 B イ 
佐備川 全域 Ｃイ 生物 B イ 
大和川中流 桜井市初瀬取入口から浅香山まで Ｃハ 

生物 B イ 
大和川下流 浅香山から下流 Ｄハ 
東除川 全域 Ｃロ 生物 B ロ 
西除川(1) 狭山池流出端より上流 Ｂロ 生物 B イ 
西除川(2) 狭山池流出端より下流 Ｄロ - 

泉
州
諸
河
川 

石津川 全域 Ｄイ - 
和田川 全域 Ｃロ 生物 B イ 
大津川上流 泉大津市高津取水口より上流 Ｂロ 生物 B イ 
大津川下流 泉大津市高津取水口より下流 Ｄイ - 
牛滝川 全域 Ｂロ 生物 B イ 
松尾川 全域 Ｂハ 生物 B イ 
槇尾川 全域 Ｂイ 生物 B イ 
父鬼川 全域 Ａイ 生物 B イ 
春木川 全域 Ｄイ - 
津田川 全域 Ｅイ - 
近木川上流 秬谷川合流点より上流 Ｂイ 生物 B イ 
近木川下流 秬谷川合流点より下流 Ｄイ - 
見出川 全域 Ｅイ - 
佐野川 全域 Ｅイ - 
樫井川上流 兎田橋より上流 Ｂイ 生物 B イ 
樫井川下流 兎田橋より下流 Ｅイ - 
男里川 全域 Ａイ 生物 B ロ 
金熊寺川 全域 Ａイ 生物 B イ 
菟砥川 全域 Ａイ 生物 B イ 
山中川 全域 Ａイ 生物 B イ 
番川 全域 Ａイ 生物 B イ 
大川 全域 Ａイ 生物 B イ 
東川 全域 Ａイ 生物 B イ 
西川 全域 Ａイ 生物 B イ 

類

型 利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 
濃度（pH） 

生物化学的 
酸素要求量 
（BOD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量 
（DO） 大腸菌群数 

AA 水道１級、自然環境保全及び 
Ａ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

 １mg/L 
 以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

50MPN/100mL 
以下 

A 水道２級、水産１級、水浴及
びＢ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

２mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

1,000MPN/100mL 
以下 

B 水道３級、水産２級及びＣ以
下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

３mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

５mg/L 
以上 

5,000MPN/100mL 
以下 

C 水産３級、工業用水１級及び 

Ｄ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 

５mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

５mg/L 

以上 
－ 

D 工業用水２級、農業用水及び 

Ｅの欄に掲げるもの 

6.0以上 

8.5以下 

８mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

２mg/L 

以上 
－ 

E 工業用水３級、環境保全 
6.0以上 
8.5以下 

10mg/L 
以下 

ごみ等の浮遊が 

認められない 
こと 

２mg/L 
以上 

－ 

類型 水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニル 
フェノール 

直鎖アルキルベンゼン 
スルホン酸及びその塩 

（LAS） 

生物 A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生
生物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.03mg/L 
以下 

生物特 A 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水

生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育
場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.0006mg/L 
以下 

0.02mg/L 
以下 

生物 B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.05mg/L 
以下 

生物特 B 
生物Ａ、又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの
欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は
幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

注１：網掛けは国が類型指定を行う水域を示す。 
注２：「－」は類型指定がされていないことを表す。 
注３：達成期間の分類は次のとおり 
    イ：直ちに達成 
    ロ：５年以内に可及的速やかに達成 
    ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成 

現在の類型指定の状況及び生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

（評価方法） 
  １ 基準値は、日間平均値とする。 
  ２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上 7.5以下、溶存酸素量５mg/L以上とする。 
  ３ 類型指定された水域におけるＢＯＤの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均 

値の 75％値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと 
判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している 
場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

（注） 
１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
水産３級：コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

５ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 
 
 

(1)ＢＯＤ等５項目 

(2)水生生物の保全に関する３項目 

（評価方法） 
基準値は、年間平均値とする。 
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